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Sho and Yoshimitsu’s Precedents for Ashikaga Yoshitane 　　　　　　　　　　　　　　　　
　This article examines changes in the political stance of Ashikaga Yoshitane, who 
was appointed as a shogun twice, in terms of his relationship with the traditional wind 
instrument sho. Based on how sho is represented in Yoshimitsu’s precedents, it seems 
that the image of the shogun that Yoshitane aimed for changed from “an Ashikaga 
shogun who leads a warrior society as a shogun on the battlefield” to “an Ashikaga 
shogun who is turned into a lord as a member of the noble family,” depending on 
whether Yoshitane was becoming a shogun for the first or the second time.
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は
じ
め
に

　

足
利
義
稙
は
、
征
夷
大
将
軍
に
二
度
就
任
し
た
希
有
な
人
物
で
あ
る
。
彼
は
、「
義
材
」
の
名
で
一
度
目
の
将
軍
就
任
を
果
た
す
も
、

い
わ
ゆ
る
明
応
の
政
変
で
政
権
の
座
を
逐
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
そ
の
期
間
中
に
「
義
尹
」
と
名
を
改
め
つ
つ
流
浪
を
続
け
、
や
が
て
大

内
義
興
や
細
川
高
国
の
助
力
を
得
て
、
将
軍
に
復
位
す
る
と
、「
義
稙
」
へ
と
再
び
改
名
し
た

（
（
（

。

　

こ
の
義
稙
（
義
材
）
が
将
軍
に
在
任
し
て
い
た
の
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
に
続
く
時
代
で
あ
る
。
義
政
の
弟
で
あ
る
義
視
の
子
と
し

て
生
を
授
か
っ
た
義
稙
は
、
男
子
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
九
代
将
軍
義
尚
の
後
継
者
と
し
て
応
急
処
置
的
に
将
軍
家
に
迎
え
入
れ
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ
で
さ
え
動
揺
し
つ
つ
あ
っ
た
室
町
幕
府
に
お
い
て
、
義
稙
の
将
軍
と
し
て
の
存
立
基
盤
は
致
命
的
に
脆
弱
で

あ
っ
た

（
（
（

。
ゆ
え
に
義
稙
は
、
将
軍
と
し
て
の
権
威
を
誇
示
し
て
政
権
の
安
定
を
図
る
と
い
う
課
題
を
負
っ
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
を
前
提
と
し
た
と
き
、
我
々
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
義
稙
の
将
軍
権
威
確
立
策
の
解
明
で
あ
る
。

　

さ
て
木
下
昌
規
氏
は
、
そ
の
論
考
に
お
い
て
永
正
五
年
に
将
軍
に
復
位
し
て
以
降
に
お
け
る
義
稙
の
政
権
運
営
に
つ
い
て
の
研
究
の

少
な
さ
を
指
摘
し
て
い
る
が

（
（
（

、
永
正
五
年
以
降
に
お
け
る
研
究
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
明
応
の
政
変
以
前
の
義
材
期

と
、
将
軍
再
任
後
の
義
稙
の
政
権
運
営
を
比
較
す
る
視
座
も
必
然
的
に
不
十
分
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
ま
さ
に
義
材
期
と
義
稙
期
の
政
治
姿
勢
の
相
違
を
問
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
た
め
の
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
る

の
は
笙
（
雅
楽
）
で
あ
る
。
足
利
義
材
、
あ
る
い
は
義
稙
と
笙
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
論
考
が
あ
る

（
（
（

。
筆
者
も
そ

の
驥
尾
に
付
し
て
、
足
利
義
材
笙
始
儀
の
実
態
（
拙
稿
Ａ

（
（
（

）
や
、
義
材
期
に
お
け
る
笙
に
焦
点
を
当
て
た
（
拙
稿
Ｂ

（
（
（

）
小
文
を
発
表
し

て
き
た
。
と
り
わ
け
拙
稿
Ｂ
に
お
い
て
は
、
義
材
が
近
江
出
陣
に
際
し
て
笙
器
達
智
門
を
利
用
し
た
将
軍
権
威
喧
伝
工
作
を
行
っ
て
お
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り
、
そ
こ
で
は
斯
波
氏
と
一
色
氏
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
笙
と
の
関
わ
り
か
ら
は
義
材
が
尊
氏

や
義
詮
、
公
家
化
す
る
前
の
義
満
な
ど
、〈
戦
場
に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉
と
い
う
将
軍
の
あ
り
か
た
を
志
向
し
て
い

た
と
の
結
論
を
得
た
。

　

本
稿
で
は
、
再
任
時
義
稙
が
笙
（
雅
楽
）
と
ど
の
よ
う
に
接
し
て
い
た
か
を
具
体
的
に
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
、
義
稙
が
志
向
し
て
い

た
将
軍
像
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
と
拙
稿
Ｂ
の
結
論
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
任
時
義

材
と
再
任
時
義
稙
の
政
治
姿
勢
の
変
化
に
つ
い
て
仮
説
を
提
出
し
よ
う
と
思
う
。

一
、
足
利
義
稙
と
雅
楽

　

こ
こ
で
は
、
再
任
し
て
以
降
の
将
軍
義
稙
が
雅
楽
と
ど
の
よ
う
に
接
し
た
の
か
に
つ
い
て
復
元
し
た
い
。

　

１
．
変
黒
説
話
に
つ
い
て

　

拙
稿
Ａ
に
て
見
通
し
と
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
體
源
鈔
』
の
巻
四
に
は
笙
器
「
変
黒
」
に
ま
つ
わ
る
説
話
が
あ
る
。
そ

こ
に
描
か
れ
る
義
稙
像
に
は
、
再
任
後
に
お
け
る
将
軍
と
し
て
の
あ
り
方
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
隠
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず

は
、
説
話
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。
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私
記
云
、
永
正
六
年
秋
之
比
、
将
軍
家
一
管
之
御
器
ヲ
被
召
置
、
後
ニ
予
ヲ
召
テ
是
ヲ
見
セ
サ
セ
ラ
ル
、
於
御
前
是
ヲ
拝
見
ス
、
言

語
道
断
御
器
ナ
リ
、
寄
特
由
申
上
、
簧
古
物
ニ
テ
一
向
ニ
不
被
吹
、
試
新
キ
ヲ
被
立
替
テ
吹
試
度
由
ヲ
申
上
、
尤
之
由
被
仰
下
、
然

バ
私
所
持
簧
今
度
南
都
行
元
ニ
ス
カ
シ
タ
ル
ア
リ
、
御
器
ヲ
被
下
可
調
申
歟
由
申
上
、
則
被
出
之
間
、
私
宅
ニ
テ
調
之
（
Ａ
）、

　

 

仍
竹
ヲ
ノ
コ
ハ
セ
侍
ハ
字
ヲ
ホ
リ
ツ
ケ
タ
リ
、
能
々
見
之
者
公
里
秘
蔵
之
器
ナ
リ
、
永
ク
家
ニ
失
ヘ
カ
ラ
サ
ル
由
書
付
不
思
儀
之
由

申
上
テ
調
了
進
之
、
公
方
様
ニ
モ
御
自
愛
ノ
由
被
仰
下
、
音
勢
勝
タ
ル
コ
ト
名
物
ニ
ヲ
ト
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
此
器
ヲ
先
中
御
門
大
納
言

宗
綱
ニ
ミ
セ
御
申
ア
レ
ハ
、
近
比
ノ
御
器
ナ
リ
、
サ
レ
ド
モ
美
ノ
竹
一
別
ノ
竹
ニ
テ
色
替
ヨ
シ
御
申
コ
レ
カ
疵
ナ
ル
ヘ
キ
カ
ト
ノ
御

沙
汰
ナ
リ
ト
云
々
、
予
ヨ
ク
見
侍
バ
、
節
モ
同
ス
ア
ヒ
モ
同
シ
、
又
竹
ノ
ウ
ラ
モ
同
フ
ル
サ
ナ
リ
、
只
面
ノ
色
チ
カ
ヒ
タ
リ
、
コ
レ

ハ
音
モ
同
カ
ル
ヘ
シ
ト
存
ナ
リ
ト
申
上
侍
、
爰
ニ
私
記
録
ニ
マ
サ
ニ
及
見
タ
ル
所
ア
リ
シ
ナ
リ
、
サ
レ
ト
モ
卒
爾
ニ
ハ
ト
存
、
当
座

ニ
テ
ハ
不
申
、
イ
カ
サ
マ
名
ノ
ナ
キ
事
ハ
ア
ル
マ
ジ
涯
分
尋
可
申
由
ヲ
申
上
畢
、

　

 

是
ヲ
当
今
キ
コ
シ
メ
シ
テ
叡
覧
ア
リ
タ
キ
由
内
々
被
仰
下
由
ヲ
申
上
処
ニ
即
進
上
之
、
以
外
之
御
叡
感
ナ
リ
、
暫
ヲ
カ
レ
テ
可
被
遊

由
御
申
ア
リ
、
サ
ヤ
ウ
ニ
思
食
サ
ル
ル
上
者
、
忝
御
事
也
、
イ
カ
ヤ
ウ
ニ
モ
被
召
置
様
ニ
統
秋
可
申
沙
汰
由
以
叡
阿
被
仰
下
、
其
仰

則
可
披
露
申
由
申
上
、
折
節
御
稽
古
ニ
被
召
応
間
祗
候
仕
、
将
軍
家
御
申
旨
申
上
、
サ
テ
ハ
神
妙
之
御
申
ナ
レ
ド
モ
、
御
器
ア
マ
タ

モ
無
御
座
ヲ
無
骨
ナ
ル
様
ニ
被
思
食
由
勅
定
ア
レ
ト
モ
、統
秋
イ
カ
ヤ
ウ
ニ
モ
申
成
テ
御
物
ニ
被
成
ヤ
ウ
ニ
ト
仰
旨
重
テ
申
上
之
間
、

サ
ラ
バ
御
返
事
ニ
一
段
御
秘
蔵
ア
ル
ヘ
シ
、
名
ヲ
被
付
名
物
ニ
可
被
入
由
勅
詔
也
（
Ｂ
）、

　

 

仍
而
私
ガ
記
ヲ
撰
、
右
ニ
注
所
明
白
也
、
ウ
タ
カ
ウ
ヘ
カ
ラ
ス
、
此
器
者
三
宮
輔
仁
親
王
御
器
変
黒
ナ
リ
、
竹
一
白
シ
ト
侍
不
審
ナ
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キ
所
ナ
リ
、
則
記
所
上
意
御
覧
ア
リ
テ
不
思
儀
由
被
仰
下
忝
者
也
、
内
裏
ヘ
モ
此
旨
可
申
上
被
仰
下
、
即
月
次
之
楽
時
以
中
御
門
大

納
言
殿
申
上
、
尤
御
自
愛
ノ
事
擇
申
入
神
妙
ノ
由
被
仰
下
、
家
面
目
不
可
過
之
、
此
記
者
続
教
訓
抄
也
、
可
仰
可
貴
之
（
Ｃ
）、

　

内
容
を
簡
単
に
説
明
す
る
。
永
正
六
年
（
義
稙
が
将
軍
に
再
任
し
た
翌
年
）
の
秋
、
将
軍
家
に
一
管
の
笙
が
届
け
ら
れ
た
の
で
、
豊

原
統
秋
（「
予
」）
に
素
性
を
調
べ
さ
せ
た
（
Ａ
）。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
楽
器
の
正
体
は
「
変
黒
」
で
あ
り
（
Ｃ
）、
義
稙
は
そ
の
「
変

黒
」
を
後
柏
原
天
皇
（「
当
今
」）
に
進
上
し
た
（
Ｂ
）。
こ
の
説
話
に
お
い
て
は
、「
変
黒
」
な
る
笙
器
が
将
軍
家
（
義
稙
）
と
天
皇
家

（
後
柏
原
天
皇
）
と
を
結
び
つ
け
る
紐
帯
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、「
変
黒
」
説
話
は
義
稙
と
後
柏
原
天
皇
に
笙
（
雅

楽
）
を
介
し
た
交
流
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
次
に
実
際
と
し
て
義
稙
が
、
ど
の
よ
う
な
態
度
で
笙

に
接
し
た
の
か
考
え
た
い
。

　

2
．
義
稙
の
笙
始

　

室
町
幕
府
将
軍
と
笙
と
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
最
初
に
検
討
す
べ
き
は
笙
始
儀
で
あ
る
。
す
で
に
義
材
時
代
に
笙
始
儀
を

遂
げ
て
い
る
義
稙
だ
が
（
拙
稿
Ａ
）、
実
は
将
軍
再
任
以
後
の
永
正
六
年
三
月
に
も
笙
始
を
挙
行
し
て
い
る
。
そ
の
様
相
を
、
先
行
研

究
へ
の
疑
義
も
絡
め
な
が
ら
解
き
明
か
し
て
い
き
た
い
。

　

義
稙
の
笙
始
に
つ
い
て
は
中
原
香
苗
氏
に
よ
る
言
及
が
あ
る

（
（
（

。
該
当
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。
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義
尹
が
将
軍
に
復
位
し
た
後
に
行
っ
た
笙
始
（
略
）
こ
の
笙
始
は
、
後
に
何
度
か
行
わ
れ
た
年
始
の
笙
始
で
は
な
く
、
延
徳
三
年
の

笙
始
と
同
等
の
価
値
を
有
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、こ
の
時
の
師
範
は
統
秋
で
は
な
く
、堂
上
貴
族
の
松
木
宗
綱
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
「
義
尹
が
将
軍
に
復
位
し
た
後
に
行
っ
た
笙
始
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
右
の
中
原
氏
の
見
解
に
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
具
体

的
に
は
「
こ
の
時
の
師
範
は
統
秋
で
は
な
く
、
堂
上
貴
族
の
松
木
宗
綱
だ
っ
た
」
と
「
延
徳
三
年
の
笙
始
と
同
等
の
価
値
を
有
す
る
」

と
い
う
部
分
で
あ
る
。

　

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
。
果
た
し
て
松
木
宗
綱
は
義
稙
の
笙
師
範
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
義
稙
再
任
時
の
笙
始
に
関
す
る
唯
一
の
一

次
史
料
は
『
実
隆
公
記
』
永
正
六
年
三
月
一
一
日
条
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
分
析
素
材
と
し
て
考
え
よ
う
。

　

今
日
室
町
殿
御
笙
始
、
宗
綱
卿
密
々
為
御
稽
古
事
之
間
参
入
云
々
、
賜
御
劔
云
々
、

　

こ
の
短
い
文
章
で
示
さ
れ
た
松
木
宗
綱
の
行
動
は
「
密
々
為
御
稽
古
事
之
間
参
入
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
綱
の
行
動
を
、

将
軍
家
笙
始
儀
に
つ
い
て
最
も
詳
細
な
同
時
代
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
義
教
笙
始
儀
と
比
較
し
て
み
よ
う
。『
満
済
准
后
日
記
』
永
享

五
年
七
月
二
九
日
条
に
よ
る
と
、
笙
師
範
の
行
動
に
つ
い
て
は
、「
重
秋
着
、
萬
歳
三
手
仕
之
、
次
将
軍
被
遊
云
々
」
と
記
さ
れ
、
着

座
公
卿
に
つ
い
て
は
「
御
座
敷
御
会
所
南
向
南
広
縁
ニ
畳
小
文

一
枚
敷
、
宗
継
卿
着
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
宗
綱
に
関
す
る
右
の
叙

述
は
、
そ
の
ど
ち
ら
と
も
一
致
し
な
い
。
も
っ
と
も
実
隆
に
よ
る
記
録
は
、
非
常
に
簡
素
な
も
の
な
の
で
、
単
に
「
書
か
な
か
っ
た
だ

け
」
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
笙
師
範
が
「
密
々
」
に
参
入
す
る
な
ん
て
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
正
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式
な
役
割
を
与
え
ら
れ
た
人
物
で
あ
れ
ば
、わ
ざ
わ
ざ
「
密
々
」
に
行
動
す
る
必
然
性
は
な
い
だ
ろ
う
。
永
正
六
年
三
月
一
一
日
の
「
笙

始
」
に
お
け
る
松
木
宗
綱
を
「
笙
師
範
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
松
木
宗
綱
が
義
材
の
「
御
稽
古
」
に
携
わ
っ
た
こ
と
自
体
は
動
か
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の

「
御
稽
古
」
の
内
容
が
次
に
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
史
料
が
参
考
と
な
る
。

　

松
木
来
臨
、
自
来
十
一
日
、
室
町
殿
御
笙
御
稽
古
、
可
参
入
之
由
、
所
被
語
也

（
（
（

、

　
「
室
町
殿
御
笙
御
稽
古
」は「
自
来
十
一
日
」行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は「
自
」と
い
う
表
現
で
あ
る
。
義
稙
の「
御
稽
古
」

は
継
続
的
に
行
わ
れ
る
前
提
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
笙
の
演
奏
技
術
そ
の
も
の
の
手
ほ
ど
き
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
こ
の
永
正
六
年
の
笙
始
に
つ
い
て
「
延
徳
三
年
の
笙
始
と
同
等
の
価
値
を
有
す
る
」
と
し
た
中
原
氏

の
評
価
に
は
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
つ
て
拙
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
一
五
世
紀
以
降
、
足
利
将
軍
家
に

と
っ
て
の
笙
始
儀
が
「
武
家
の
長
た
る
こ
と
を
象
徴
す
る
儀
礼
」
と
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
の
に
と
も
な
い
、
足
利
将
軍
家
家

長
の
笙
に
関
す
る
基
本
形
態
と
は
、「
笙
始
儀
は
遂
げ
る
が
、
所
作
は
し
な
い
」
と
い
う
も
の
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
笙
始
儀
は
あ
く

ま
で
通
過
儀
礼
に
過
ぎ
ず
、
継
続
的
な
「
稽
古
」
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

（
（
（

。
も
ち
ろ
ん
将
軍
初
任
時

に
お
い
て
義
材
が
笙
始
儀
前
後
に
実
際
に
笙
を
所
作
し
た
形
跡
も
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
永
正
六
年
前
後
の
義
稙
は
、
笙
始
前
後
の
時
期
に
継
続
的
に
「
御
稽
古
」
に
励
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
延
徳
三
年
の
義

材
笙
始
儀
と
永
正
六
年
の
義
稙
笙
始
を
、
同
質
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
義
材
期
の
よ
う
に
武
家
儀
礼
と
し
て
形
式
的
に

行
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
際
の
所
作
も
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
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要
す
る
に
義
稙
は
、
義
材
期
と
同
様
に
代
始
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
笙
始
を
催
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
合
い
は
全

く
異
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
永
正
六
年
の
義
稙
笙
始
に
は
、
い
か
な
る
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考

え
る
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な
る
の
は
、義
稙
が
永
正
六
年
以
外
に
も
「
笙
始
」
と
称
さ
れ
る
行
事
を
催
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

永
正
六
年
の
他
に
、
少
な
く
と
も
義
稙
に
は
三
度
の
「
笙
始
」
が
確
認
さ
れ
る
。
一
例
目
は
『
実
隆
公
記
』
に
「
統
秋
朝
臣
来
携
樽

、

今
日
武
家
御
笙
始
云
々
」
と
記
さ
れ
た
永
正
八
年
正
月
五
日
の
事
例
で
、
残
り
は
永
正
一
三
年
と
永
正
一
六
年
の
事
例
で
あ
り
、
次
掲

史
料
に
ま
と
め
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

五
日

一
、 

吉
良
殿
、
渋
川
殿
、
石
橋
殿
、
伊
勢
、
仁
木
、
関
東
衆
、
出
仕
、
御
対
面
之
次
第
、
一
番
吉
良
殿
、
渋
川
殿
、
石
橋
殿
と
申
入
候

て
被
参
也
、
其
次
に
ハ
不
及
申
入
懸
御
目
也
、
吉
良
殿
ハ
御
練
貫
二
重
拝
領
、
其
外
仁
木
殿
迄
ハ
一
重
宛
也
、
吉
良
殿
も
父
子
出

仕
之
時
ハ
、
御
息
ヘ
ハ
一
重
也
、
渋
川
殿
近
年
ハ
無
出
仕
、
先
々
は
外
様
も
少
々
出
仕
、
外
様
ニ
ハ
御
太
刀
被
下
之
、
吉
良
殿
美

物
進
上
之
時
ハ
如
常
従
女
中
申
入
候
也
、

　

上永正
十
三杉

右
衛
門
佐
、
渡
邉
、
出
仕
、

一永
正
十
三
、
御
太
刀　

一
腰
金

　
年
始
御
笙
始
之
御
礼
、　

豊
筑
後
守

一同
、
御
太
刀　

一
腰
持

　
同
儀
ニ
付
而
被
下
之
、　

同

一同
、
御
太
刀　

一
腰
持

　
於
御
新
造
御
笙

始
被
下
之
、
　
　
　

同

一同
、
御
太
刀　

一
腰
持

　
被
下
之
、　
　
　
　

御
随
身
調
子

武
恒
、

一同
、
御
太
刀　

一
腰
持

　
昨
日
御
徳
日
ノ
間

今
日
被
下
之
、　
　

  

相
阿
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一同
、
御
服　
　
　
　
　
被
下
之
今
日

之
儀
同
前
、　
　
　
　
　

  

観
世
大
夫

一永
正
十
六
、
御
笙
始
在
之　

御
太
刀
一
腰
金

　
　
　

豊

御
笙
始
之
儀
進
上
之
筑
後
守

　
　
　
　
　
　
　
　

御
劔
一
腰
持

　
　
　
　

同
就
同
儀
被
下
之

　

一永
正
十
六
、
御
歯
固　

辰
刻

一同
、
御
服　
　

伊
勢
備
中
守
就
御
歯
固
之
儀
被
下
之
、

一同
、
同　
　
　

斎
藤
上
野
介
就
同
儀
被
下
之
、

一同
、
御
乗
馬
始
在
之
、
如
例
年
、
但
今
日
ヘ
御
延
引
、

一同
、
御
服
就
御
乗
馬
始
之
儀
被
下
、　
　
　
　
　

御
厩
孫
次
郎

一同
、
上
杉
虎
千
代　

御
随
身
以
下
如
例
年
、

　

右
は
『
殿
中
申
次
記
』
の
記
載
で
あ
る
が

（
（1
（

、
三
箇
所
の
傍
線
部
か
ら
笙
始
の
実
施
が
裏
付
け
ら
れ
る
。『
殿
中
申
次
記
』
は
、
伊
勢

貞
遠
が
足
利
義
稙
の
時
代
の
故
実
を
記
し
た
書
物
で
あ
り
、
当
該
期
の
年
中
行
事
が
最
大
公
約
数
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で

右
掲
史
料
を
検
討
す
る
と
、
前
半
部
は
正
月
五
日
に
お
け
る
足
利
一
門
な
ど
の
参
賀
儀
礼
、
後
半
部
は
同
日
に
行
わ
れ
た
御
物
下
賜
の

記
事
と
な
る
。
そ
し
て
、
後
半
の
御
物
下
賜
に
つ
い
て
は
全
て
年
号
が
付
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
臨
時
的
要
素
が
強
い
と

い
え
る
だ
ろ
う

（
（（
（

。

　

こ
の
後
半
部
に
は
御
物
下
賜
の
リ
ス
ト
が
箇
条
書
き
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
前
半
と
異
な
り
儀
礼
の
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

の
こ
と
か
ら
、「
御
笙
始
」
な
ど
は
伊
勢
貞
遠
が
直
接
的
に
関
与
し
な
い
儀
礼
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
政
所
関
係
者
と
し
て
御
物

下
賜
の
出
納
に
関
わ
っ
た
た
め
書
き
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
正
月
五
日
を
一
応
の
式
日
と
し
て
い
た
ら
し
い
義
稙
期
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の
「
御
笙
始
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
武
家
故
実
」「
武
家
儀
礼
」
と
は
一
線
を
画
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
伊
勢
貞
遠
は
儀
式
の
詳
細
を
記
さ
な
か
っ
た
（
関
与
し
な
か
っ
た
）
の
だ
ろ
う
か
。
右
掲
史
料
二
つ
目
の
傍
線
部

に
注
目
し
よ
う
。
こ
こ
に
は
「
於
御
新
造
御
笙
始
」
と
あ
る
よ
う
に
、
永
正
一
三
年
の
「
御
笙
始
」
は
永
正
一
二
年
一
二
月
二
日
に
義

稙
が
三
条
高
倉
の
新
第
に
移
徙
し
た
の
に
関
わ
り
催
さ
れ
た
。
永
正
一
三
年
の
笙
始
に
は
「
そ
の
年
初
め
て
の
笙
」
と
い
う
性
格
だ
け

で
な
く
、「
御
所
移
転
後
は
じ
め
て
の
笙
」
と
い
う
性
格
も
併
せ
備
え
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
中
世
に
お
い
て
「
○
○
始
」
と
記
さ
れ
る
場
合
、
大
き
く
二
種
類
の
使
用
法
が
あ
っ
た
。
一
つ
目
は
一
生
に
一
度
、
一
代

に
一
度
の
「
○
○
始
」
で
あ
り
、「
○
○
デ
ビ
ュ
ー
」
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
で
、
通
過
儀
礼
で
あ
っ
た
り
成
人
儀
礼
と
い
っ

た
性
質
を
帯
び
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、も
う
一
つ
「
○
○
始
」
に
は
年
始
、あ
る
い
は
移
徙
や
昇
進
な
ど
を
基
準
に
し
た
「
○

○
始
」
が
あ
り
、「
始
」
は
い
わ
ば
「
書
き
初
め
」
の
「
初
め
」
に
相
当
す
る
。
そ
の
う
ち
、
義
材
初
任
期
に
お
け
る
延
徳
の
笙
始
儀

な
ど
歴
代
足
利
家
家
長
に
よ
る
笙
始
儀
は
前
者
で
あ
る
が
、
義
稙
再
任
期
に
お
け
る
、
右
掲
史
料
に
あ
る
よ
う
な
笙
始
は
後
者
に
相
当

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
後
者
に
相
当
す
る
義
稙
笙
始
は
、
い
か
な
る
実
態
に
あ
っ
た
か
。
類
例
を
掲
げ
よ
う
。

今
日
、
室
町
殿
御和哥
会
始
也
、
題
春
松
契
千
年
、
午
下
刻
相
公
羽
林
参
入
、
冷
泉
大
納
言
同
道
今
朝
彼
亜
相
自
武
家
拝
領
御

服
、
仍
今
朝
先
参
御
礼
云
々
、
未
下
刻
退
出
、
五
献

如
例
云
々
、
参
仕
人
々
、

　

冷
泉
大
納
言
政
為
、

読
師
、

飛
鳥
井
中
納
言
雅
俊
、
発
声
、
題
者

哥
政
為
卿
発
声
、　

三
条
宰
相
中
将
公
条
、　
　

季
綱
朝
臣　

冬
光
朝
臣　

内
光
朝
臣　

雅
綱
講
師
、　
　

　

平伊勢
守貞
陸
等
云

（々
（1
（

、

　

右
は
笙
始
で
は
な
く
御
会
（
和
歌
会
）
始
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
永
正
六
年
か
ら
八
年
ま
で
は
連
年
、
室
町
殿
和
歌
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御
会
始
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
読
使
の
冷
泉
政
為
に
御
服
が
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
笙
始
に
お
け
る
豊
原
統
秋
に
類
似
し
て
い

る
。
笙
始
と
御
会
始
に
親
近
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
御
会
始
に
お
け
る
参
加
者
が
伊
勢
貞
陸
を
除
い

て
公
家
衆
ば
か
り
で
あ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
永
正
一
三
年
や
一
六
年
の
笙
始
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
基

本
的
に
は
公
家
衆
が
義
稙
を
囲
ん
で
は
行
う
年
始
の
文
芸
の
会
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
伊
勢
貞
遠
は
行
事

の
実
態
を
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
御
物
下
賜
を
箇
条
書
き
す
る
の
み
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

右
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
場
合
、
永
正
六
年
の
笙
始
も
、「
武
家
の
代
替
わ
り
を
大
々
的
に
演
出
し
、
武
家
の
長
と
し
て
の
正
当
性

を
喧
伝
す
る
笙
始
儀
」
と
い
う
よ
り
、
永
正
一
三
年
や
一
六
年
の
笙
始
の
延
長
上
に
あ
る
笙
始
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ

ゆ
え
「
自
来
十
一
日
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
継
続
的
な
「
御
稽
古
」
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば

義
稙
は
、
実
際
に
笙
に
接
し
た
可
能
性
が
非
常
に
高
く
、
嗜
む
程
度
の
所
作
は
で
き
た
と
の
想
定
も
可
能
と
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て

も
義
稙
が
年
始
な
ど
に
一
度
な
ら
ず
行
っ
た
笙
始
は
、
和
歌
始
な
ど
に
類
す
る
文
芸
の
会
で
あ
り
、「
武
家
の
長
た
る
こ
と
を
象
徴
す

る
儀
礼
」
と
し
て
武
家
故
実
化
さ
れ
た
笙
始
儀
と
は
異
質
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

３
．
義
稙
と
朝
廷
雅
楽

　

笙
始
に
関
わ
る
種
々
の
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
再
任
後
の
義
稙
は
、
文
芸
と
し
て
の
朝
廷
雅
楽
に
実
質
的
な
興
味
を
示
し
た
よ

う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
再
任
後
の
義
稙
の
雅
楽
に
対
す
る
姿
勢
が
示
唆
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
史
料
を
列
挙
し
て
い
こ
う
。
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松
殿
三
位
来
話
、
統
秋
朝
臣
来
、
先
日
召
参
室
町
殿
、
楽
道
事
并
今
度
又
書
進
之
五
常
楽
急
譜
事
等
条
々
言
上
、
破
陣
楽
ハ
破
ハ
過

也
、
陣
ヲ
過
シ
タ
ル
心
事
等
委
細
言
上
之
事
共
相
語
之
、
又
景
通
俊
量
卿
師
範
事
今
度
種
々
加
入
魂
之
子
細
等
語
之

（
（1
（

、

　

将
軍
に
復
位
し
て
間
も
な
い
永
正
六
年
六
月
、
義
稙
は
楽
人
の
豊
原
統
秋
に
「
楽
道
事
并
今
度
又
書
進
之
五
常
楽
急
譜
事
等
」
を
諮

問
し
た
。「
今
度
又
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
も
「
五
常
楽
急
譜
」
の
進
上
を
命
じ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の
時
期
、
義
稙
は

雅
楽
に
対
す
る
知
識
を
深
め
よ
う
と
い
う
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
た
ら
し
く
、
そ
の
こ
と
は
次
の
史
料
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

　

右
、
舞
曲
説
々
、
依
為
上
意
、
擇
之
所
進
上
也

　
　
　
　
　

永
正
第
六
暦
閏
八
月　

日　

従
四
位
下
行
前
筑
後
守
豊
原
朝
臣
統
秋

（
（1
（

　

義
稙
が
統
秋
に
『
舞
曲
口
伝
』
の
選
進
を
命
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
中
原
香
苗
氏
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

（
（1
（

、
そ
れ
は
前
掲
史

料
よ
り
二
ヶ
月
後
の
永
正
六
年
八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
永
正
五
年
後
半
に
上
洛
し
て
将
軍
に
再
任
し
た
義
稙
は
、
そ
の
直
後
に
時
期

（
主
に
永
正
六
年
）、
笙
に
対
し
て
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
お
り
、
実
際
に
笙
に
関
す
る
知
識
吸
収
に
励
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
永
正
六
年
前
後
に
お
け
る
足
利
義
稙
の
雅
楽
に
対
す
る
態
度
を
最
も
象
徴
的
に
示
す
の
が
、
同
年
六
月
に
催
さ
れ
た
後

柏
原
天
皇
の
月
次
御
楽
で
あ
る
。

　

今
日
大
樹
参
内
、
御
楽
丁
聞
云

（々
（1
（

、
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義
稙
は
永
正
六
年
の
六
月
に
参
内
し
て
、
後
柏
原
天
皇
の
御
楽
を
聴
聞
し
た
の
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

　

 

今
日
禁
裏
月
次
御
楽
、
蘇
合
一
具
舞
立
邂
逅

事
也
云
々
、
林
哥
等
也
云
々
、
為
御
聴
聞
室
町
殿
御
参
云
々
、
仍
公
條
卿
参
会
、
於
小
御
所
御
楽
之

儀
如
常
、
所
作
人
等
可
尋
記
之
、
七
献
之
後
御
退
出
云
々
、
于
時
初
夜
之
後
也
、
未
刻
御
参
内
也
、
今
日
依
六
月
祓
事
公
武
前
後
御

取
乱
御
遅
参
御
早
出
之
用
意
也
、
雖
然
頗
経
刻
者
也
、
今
日
御
楽
神
妙
云

（々
（1
（

、

　

義
稙
は「
御
遅
参
御
早
出
之
用
意
」で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
未
刻
」に
参
入
し
て
か
ら「
初
夜
之
後
」ま
で
御
楽
を
満
喫
し
た
。

将
軍
再
任
後
の
義
稙
は
雅
楽
へ
の
造
詣
を
深
め
、
雅
楽
を
介
す
る
後
柏
原
天
皇
と
の
交
流
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
永
正
六
年
の
雅
楽
聴
聞
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
行
動
パ
タ
ー
ン
は
、
義
材
期
か
ら
不
変
な
の
だ
ろ
う
か
。
義
材
時
代
に
も
、

参
内
し
て
宮
廷
音
楽
に
接
し
う
る
機
会
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
際
の
義
材
の
行
動
を
見
て
み
よ
う
。
河
内
出
陣
の
前
月
に

あ
た
る
明
応
二
年
、
義
材
は
踏
歌
節
会
を
見
物
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（
（1
（

。
そ
の
日
の
式
次
第
を
『
言
国
卿
記
』
明
応
二
年
正
月
一
六
日
条

に
よ
っ
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
三
条
実
望
奏
慶
（「
夜
ニ
入
」）

・
関
白
（
一
条
冬
良
）
奏
慶

・
後
柏
原
天
皇
出
御

・
内
弁
の
所
作
、
謝
座

・
晴
御
膳
、
一
献
～
三
献
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・
立
楽

・
天
皇
入
御
（「
夜
明
方
」）

　

そ
れ
に
対
し
、
義
材
は
次
の
よ
う
に
行
動
し
た
。

　

 

今
夜
節
会
室
町
殿
御
見
物
云
々
、
内
弁
謝
座
之
後
御
退
出
、
於
長
橋
局
有
御
盃
酌
云
々
、
予
暁
天
立
楽
之
時
分
見
物
、
舞
三
番
見
物

了
（
（1
（

、

　

節
会
を
見
物
し
た
義
材
は
「
内
弁
謝
座
之
後
御
退
出
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
後
に
催
さ
れ
た
「
立
楽
」
を
義
材
は

聴
聞
し
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。「
暁
天
」
に
な
っ
て
か
ら
「
立
楽
」
の
「
舞
三
番
」
を
観
覧
し
た
親
長
に
と
っ
て
、
義
材
の
節
会
見

物
は
伝
聞
上
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
義
材
は
立
楽
（
舞
三
番
）
を
見
る
こ
と
な
く
帰
宅
し
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
義
材
が
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
帰
宅
し
た
の
は
、
故
実
上
の
選
択
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
次
の
史
料
は
、
そ
の
よ

う
な
想
定
を
否
定
す
る
。

　

 

踏
歌
節
会
也
、
剋
限
被
忩
之
、
官
務
局
務
等
、
於
此
亭
有
装
束
、
秉
燭
程
人
々
参
陣
、
内
弁
御
拝
賀
也
、
室
町
殿
路
次
有
御
見
物
、

其
後
御
参
内
、
節
会
御
見
物
也
、
於
長
橋
御
局
被
召
御
装
束
御
直
衣
、
、
先
有
御
前
御
参
、
有
御
一
献
、
其
後
於
殿
上
御
拝
賀
儀
被
御
覧
、

於
陣
儀
者
、
庭
上
立
蔀
東
辺
有
御
佇
立
有
御
見
物
者
也
、
其
後
儀
於
議
定
所
御
簾
中
御
見
物
、
舞
楽
之
時
分
御
退
出
也

（
11
（

、
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享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）、
若
き
足
利
義
政
は
義
材
同
様
に
踏
歌
節
会
を
見
物
し
た
。
そ
の
時
の
義
政
は
「
舞
楽
時
分
」
に
退
帰
し

て
い
る
の
で
あ
り
、多
少
な
り
と
も
宮
廷
音
楽
に
接
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
室
町
殿
の
行
動
類
型
と
し
て
「
舞
楽
時
分
」

ま
で
節
会
見
物
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、「
内
弁
謝
座
之
後
御
退
出
」
は
義
材
の
主
体
的
意
志
に
よ

る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
。

　

将
軍
初
任
時
の
義
材
は
、
踏
歌
節
会
を
見
物
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
特
に
舞
楽
見
物
に
執
着
す
る
こ
と
な
く
帰
宅
し
た
よ
う
に
、
そ

れ
ほ
ど
雅
楽
に
興
味
を
示
し
た
わ
け
で
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
義
稙
と
し
て
再
任
し
て
以
後
は
積
極
的
に
雅
楽
に
興
味
を
示
し
、
後
柏

原
天
皇
と
の
交
流
を
深
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
章
冒
頭
で
提
示
し
た
変
黒
説
話
は
、
武
家
と
し
て
の
儀
礼
的
演
出
に
特
化

し
た
形
で
笙
に
接
し
た
義
材
期
と
違
い
、
笙
と
い
う
宮
廷
芸
能
そ
の
も
の
に
関
心
を
示
し
、
天
皇
家
と
の
交
流
を
深
め
て
い
た
将
軍
再

任
後
の
義
稙
の
あ
り
方
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二
、
足
利
義
稙
と
「
鹿
苑
院
殿
佳
例
」

　

前
章
で
は
、
笙
や
雅
楽
へ
の
姿
勢
を
通
じ
て
、
将
軍
に
再
任
し
て
以
降
の
義
稙
が
公
家
社
会
や
後
柏
原
天
皇
と
の
関
係
を
深
化
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
本
章
で
は
雅
楽
以
外
の
要
素
も
踏
ま
え
て
、
公
家
や
天
皇
家
と
義
稙
と
の
関
係
を
見
て
い
く

こ
と
と
し
た
い
。

　

1
．
義
稙
と
公
家
社
会
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ま
ず
は
義
稙
と
公
家
衆
と
の
関
係
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

　

 

室
町
殿
和
哥
御
会
始
也
、
午
後
相
公
羽
林
参
入
、
直
垂
、
乗
輿
、
今
日
参
仕
人
々
、
冷
泉
大
納
言
、
飛
鳥
井
中
納
言
、
三
条
宰
相
中

将
、
季
綱
朝
臣
、
冬
光
朝
臣
、
隆
光
朝
臣
、
雅
綱
、
資
蔭
、
伊
勢
守
貞
宗
朝
臣
等
云

（々
1（
（

、

　

義
稙
は
再
入
京
直
後
の
時
期
に
和
歌
始
を
挙
行
し
て
い
る
。
そ
こ
に
臨
席
し
た
の
は
、
見
て
の
通
り
公
家
衆
の
面
々
で
あ
る
。
義
稙

は
和
歌
を
公
家
的
教
養
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
和
歌
へ
の
姿
勢
は
、
単
に
儀
礼
的
に
和
歌
始
を
挙
行
し
た
に
と
ど

ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

今
日
室
町
殿
御
会
始
也
、
相
公
羽
林
参
入
、
直
垂
、
滋
野
井
侍
従
季
国
同
道
、
仍
歩
儀
、
依
近
所
也
、
御
会
人
数
、

　
　

飛
鳥
井
中
納
言
、
三
条
宰
相
中
将
、
季
綱
朝
臣
、
冬
光
朝
臣
、
雅
綱
、
季
国
、
資
蔭
、
貞
宗
朝
臣
等
云

（々
11
（

　

義
稙
の
和
歌
始
は
永
正
五
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
翌
正
月
以
降
、
公
家
の
面
々
を
招
い
て
年
始
の
和
歌
始
も
催
す
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
を
右
の
史
料
は
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
右
掲
史
料
の
前
日
の
様
子
で
あ
る
。

　

 

阿
野
宰
相
中
将
来
、
室
町
殿
明
日
御
会
始
御
詠
被
仰
談
之
、
愚
存
之
分
申
入
之
了
、
入
夜
此
御
詠
事
沈
吟
之
処
、
年
之
字
二
在
之
、

仍
馳
申
相
公
許
、
彼
返
事
等
続
之

（
11
（

、
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永
正
六
年
の
年
始
和
歌
始
に
際
し
て
、
義
稙
は
自
ら
の
和
歌
に
つ
い
て
三
条
西
実
隆
に
添
削
を
依
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
和
歌
会

を
挙
行
す
る
に
あ
た
っ
て
適
切
な
準
備
作
業
を
怠
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
義
稙
の
和
歌
に
対
す
る
基
本
的
な
姿
勢
が
伝
わ
っ
て
こ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
和
歌
を
介
し
て
義
稙
は
公
家
衆
と
の
交
流
を
深
め
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
義
稙
の
姿
勢
は
、
和
歌
以

外
の
様
々
な
場
面
で
も
確
認
さ
れ
る
。

　

 

依
室
町
殿
仰
人
々
参
入
、
相
公
羽
林
同
参
仕
、
有
盃
酌
、
時
宜
快
然
云
々
、
中
御
門
新
大
納
言
、
甘
露
寺
中
納
言
、
大
蔵
卿
、
冷
泉

宰
相
、
相
公
羽
林
、
頭
中
将
、
雅
綱
等
参
入
云
々
、
阿
野
、
烏
丸
、
伯
中
将
、
藤
侍
従
等
同
参
候
云
々
、
入
夜
退
出

（
11
（

、

　

右
は
義
稙
が
公
家
衆
を
室
町
殿
に
招
請
し
、酒
宴
を
主
催
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。公
家
衆
と
公
私
に
わ
た
り
親
密
な
交
際
に
あ
っ

た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

次
い
で
取
り
上
げ
る
の
は
、『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
九
年
三
月
一
六
日
と
一
七
日
条
で
あ
る
。

　

今
日
大
樹
細
川
右
京
大
夫
許
江
渡
御
云
々
、（
一
六
日
）

　

細
川
へ
以
時
長
昨
日
者
渡
御
珍
重
之
由
賀
之
、
遣
太
刀
、
持
、
参
大
樹
間
、
罷
帰
者
可
申
聞
由
申
置
云
々
、（
一
七
日
）

　

義
稙
が
細
川
高
国
邸
へ
渡
御
し
た
翌
日
、
近
衛
尚
通
は
高
国
の
も
と
へ
と
賀
使
を
派
遣
し
た
。
な
ん
て
こ
と
の
な
い
一
齣
に
見
え
な

く
も
な
い
が
、
初
任
時
の
義
材
時
代
に
お
け
る
事
例
と
比
較
す
る
と
、
ま
た
異
な
っ
た
一
面
が
見
え
て
く
る
。
史
料
を
掲
げ
よ
う
。



99

足利義稙にとっての笙と義満先例～将軍権威再建への試行錯誤
　

 

武
家
昨
日
御
小
袖
并
御
旗
等
被
一
見
云
々
、
依
此
儀
可
有
参
賀
之
由
昨
日
自
伝
奏
申
送
間
、
早
旦
余
并
右
府
参
武
家
、
構
虫
気
無
対

面
、
帰
宅
以
後
実
相
院
准
后
被
来
、
今
日
参
賀
武
家
云
々
、
晩
景
被
帰
、
一
乗
院
上
洛
云
々
、
有
使
者

（
11
（

、

　

延
徳
三
年
の
八
月
、
近
衛
政
家
・
尚
通
は
近
江
出
陣
を
直
前
に
控
え
た
義
材
の
も
と
へ
参
賀
に
訪
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
義
材

は
「
虫
気
」
を
構
え
て
お
り
、
近
衛
父
子
と
の
対
面
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
「
虫
気
」
で
体
調
不
良
だ
っ
た
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
が
、
前
後
の
時
期
の
義
材
は
近
江
出
陣
の
環
境
作
り
に
奔
走
し
て
お
り
、
出
陣
の
準
備
に
追
わ
れ
て
公
家
衆
へ
の
対

応
を
後
回
し
に
し
た
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
義
材
の
対
応
は
、
出
陣
中
に
、
よ
り
露
骨
な
も
の
と
な
っ

て
い
く
。

　

 

自
伝
奏
申
送
云
、
歳
暮
年
始
参
賀
事
従
武
家
停
止
之
由
被
相
触
処
、
当
年
押
而
参
申
輩
有
之
間
、
機
嫌
不
快
之
由
自
葉
室
黄
門
許
申

送
間
不
可
有
御
参
云
々
、
可
得
其
意
由
令
返
答
了

（
11
（

、

　

 

遣
昌
子
於
鹿
苑
院
云
、
来
十
一
日
公
方
御
礼
之
事
、
公
家
門
跡
等
禅
家
皆
御
停
止
之
云
々
、
得
其
意
云
々
、
今
晨
差
芳
洲
赴
京
兆
年

始
、
皆
無
対
面
、
奈
良
備
前
守
為
奏
者
請
取
之
云

（々
11
（

、

　

前
者
は
義
材
が
公
家
衆
に
対
し
て
出
陣
中
の
参
賀
を
停
止
し
た
と
い
う
内
容
、
後
者
は
、
そ
の
参
賀
停
止
の
対
象
が
「
公
家
門
跡
等

禅
家
」
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

公
家
衆
等
が
大
挙
し
て
陣
中
に
ま
で
押
し
か
け
る
こ
と
を
嫌
っ
た
の
か
、
義
材
は
年
始
の
恒
例
参
賀
を
で
き
る
だ
け
避
け
よ
う
と
し
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て
い
た
ら
し
い
。
義
材
期
は
近
江
と
河
内
を
転
戦
す
る
な
ど
在
陣
す
る
こ
と
が
多
く
、
公
家
衆
や
僧
衆
と
の
交
流
に
概
し
て
消
極
的
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
将
軍
再
任
後
の
義
稙
は
、
積
極
的
に
公
家
衆
と
の
交
流
を
深
め
る
よ
う
に
、
心
境
が
変
化
し
て
い
た
よ
う
だ
。

　

将
軍
再
任
後
は
公
家
衆
と
の
交
流
を
深
め
た
義
稙
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
後
柏
原
天
皇
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
。

　

末
柄
豊
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
後
柏
原
天
皇
は
即
位
礼
に
際
し
て
義
稙
の
源
氏
長
者
就
任
を
望
み
な
が
ら
も
、
そ
の
実
現
は
一
筋

縄
で
は
進
捗
し
な
か
っ
た

（
11
（

。
ま
た
、
天
皇
家
の
側
か
ら
の
積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
た
も
の
の
、
幕
府
の
財
政
難
に
よ
り
即
位
礼

は
延
引
を
繰
り
返
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、再
任
後
の
義
稙
に
対
し
て
後
柏
原
の
積
極
的
な
働
き
か
け
が
あ
っ
た
も
の
の
、

義
稙
の
側
は
そ
れ
に
消
極
的
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
な
く
も
な
い
。
む
ろ
ん
、
即
位
儀
礼
執
行
要
請
に
応
え
る
だ
け
の
経

済
力
の
な
い
幕
府
全
体
と
し
て
は
、
後
柏
原
の
働
き
か
け
に
当
惑
す
る
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
と
将
軍
義
稙
個
人
と

し
て
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
対
応
を
見
せ
て
い
る
。『
実
隆
公
記
』
永
正
七
年
三
月
二
九
日
条
と
四
月
二
四
日
条
を
掲
げ
よ
う
。

　

 

抑
御
即
位
事
、
可
有
申
御
沙
汰
之
由
、
自
武
家
今
日
内
々
被
申
入
之
由
、
季
綱
朝
臣
相
語
之
、
於
御
前
、
内
々
又
申
入
、
愚
存
分
申

了
、
尤
可
然
事
也
、（
三
月
二
九
日
）

　

 

次
大
礼
事
武
家
厳
密
被
申
之
上
者
、
伝
奏
事
等
被
相
定
、
内
々
可
被
仰
出
哉
之
由
申
入
之
、
公
条
卿
親
王
代
可
令
存
知
者
、
昇
進
事
、

先
可
相
待
歟
、（
四
月
二
四
日
条
）

　

少
な
く
と
も
文
面
上
、
義
稙
は
「
大
礼
事
武
家
厳
密
被
申
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
幕
府
総
体
と
し
て
み
れ
ば
非
協
力
的
だ
っ
た
と
は
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い
え
、
義
稙
個
人
と
し
て
は
即
位
礼
挙
行
に
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
義
稙
は
後
柏
原
と
も
良
好
な

関
係
を
構
築
し
て
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
11
（

。
実
際
に
禁
裏
に
お
け
る
花
見
を
「
公
方
」（
義
稙
）
が
申
沙
汰
し
た
と
い
っ
た
類
い
の
史
料

は
少
な
か
ら
ず
散
見
す
る

（
11
（

。

　

義
稙
に
よ
る
天
皇
家
へ
の
接
近
は
、
再
入
京
を
果
た
す
以
前
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。

　

大
外
記
師
象
相
語
云
、
此
名
字　

先
皇
被
染
、
宸
翰
被
下
九
州
云
々
、
近
日
有
此
沙
汰
云

（々
1（
（

、

　

義
稙
は
「
義
材
」
か
ら
、
い
っ
た
ん
「
義
尹
」
と
改
名
し
て
か
ら
「
義
稙
」
へ
と
改
め
た
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、「
義
尹
」

と
い
う
名
前
は
後
土
御
門
天
皇
の
宸
翰
に
預
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
義
稙
が
天
皇
と
い
う
存
在
に
積
極
的
な
意
義
を
見
い
だ
す
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
越
前
等
に
流
浪
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
こ
の
期
間
に
、
自
己
の
権
威
化
や
義
澄
に
対
す
る
相
対
的
優
位
性
確
立
に

お
い
て
天
皇
と
い
う
政
治
装
置
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
義
稙
は
帰
洛
す
る
と
、
ま
ず
後
柏
原

天
皇
と
の
友
好
関
係
構
築
に
励
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

（
11
（

。

　

も
ち
ろ
ん
義
稙
の
後
柏
原
接
近
は
天
皇
本
人
の
人
柄
に
惹
か
れ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と

い
う
の
が
本
質
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
後
柏
原
の
側
と
し
て
も
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

（
11
（

。
後
柏
原
天
皇
と
将
軍
再
任
後
の
義
稙
と
の

間
に
は
双
方
向
的
な
交
流
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
。

　

義
材
と
し
て
将
軍
に
初
任
し
た
時
に
は
、
さ
ほ
ど
公
家
・
天
皇
家
と
の
関
係
を
重
視
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
な
い
一
方
で
、
将
軍
に

再
任
し
た
後
の
義
稙
は
、
天
皇
と
い
う
政
治
装
置
を
利
用
す
る
こ
と
で
自
己
の
権
威
化
を
図
っ
て
お
り
、
幕
府
と
朝
廷
と
い
う
枠
組
み

で
は
な
く
、
義
稙
個
人
と
後
柏
原
天
皇
と
い
う
枠
組
み
で
考
え
た
と
き
、
両
者
は
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
延
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長
線
上
の
出
来
事
と
し
て
義
稙
は
公
家
社
会
全
体
と
も
積
極
的
に
交
流
を
図
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

2
．
義
材
・
義
稙
と
義
満
先
例

　

さ
て
、
義
材
期
に
比
べ
て
義
稙
は
天
皇
家
や
公
家
社
会
と
の
関
係
に
意
を
注
い
で
い
た
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
公
家
的
要
素
の
強
い

歴
代
室
町
将
軍
と
し
て
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
義
満
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
義
材
・
義
稙
と
義
満
先

例
の
関
係
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
は
義
材
期
に
お
け
る
義
満
の
先
例
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
み
よ
う
。
最
初
に
掲
げ
る
の
は
義
材
の
将
軍
宣
下
に
関
す
る
史
料
で

あ
る
。

　

 

今
日
、
将
軍
宣
下
在
之
、
細
川
殿
江
有
御
成
、
毎
事
鹿
苑
院
殿
様
御
例
云
々
、
同
御
判
始
在
之
、
天
下
太
平
、
珍
重
ゝ
ゝ
、
今
日
八

幡
宮
一
所
御
寄
進
御
佳
例
也
、
御
判
者
官
領
御
請
取
在
而
、
善
法
寺
ヲ
公
方
江
被
召
、
自
官
領
被
渡
条
先
例
云
々
、
今
日
御
成
午
刻

云
々
、
宣
下
奉
行
事
、
松
田
丹
後
守
致
沙
汰
云

（々
11
（

、

　

義
材
へ
の
将
軍
宣
下
は
「
毎
事
鹿
苑
院
殿
様
御
例
」
に
基
づ
い
て
お
り
、
足
利
義
満
の
存
在
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
次
に
判
始

に
関
す
る
史
料
を
掲
げ
よ
う
。

　

 

抑
御
判
始
事
、
鹿
苑
院
殿
記
録
御
尋
云
々
、
公
人
奉
行
不
相
触
之
間
、
不
存
知
之
、
仍
七
月
四
日
、
鹿
苑
院
殿
之
御
祝
、
嚢
祖
致
奉
行
之



103

足利義稙にとっての笙と義満先例～将軍権威再建への試行錯誤

間
被
聞
食
候
、
有
記
録
者
可
進
上
之
由
、
被
仰
下
之
条
、
貞
秀
自
筆
記
録
一
巻
備
上
覧
、
此
記
尤
神
妙
被
思
食
候
、
任
御
佳
例
可
致

奉
行
之
旨
、
当
日
早
旦
被
仰
付
之
条
、
則
御
太
刀
進
上
之
、
両
御
所　

御
対
面
、
申
沙
汰
之

（
11
（

、

　

判
始
に
際
し
て
「
鹿
苑
院
殿
記
録
」
に
つ
い
て
諮
問
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
仰
下
」
の
主
体
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
義
視
・
義

材
父
子
の
ど
ち
ら
か
、
も
し
く
は
両
者
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
史
料
が
示
し
て
い
る
の
は
、
義
材
（
と
義
視
）
が
義
満
先
例

の
調
査
に
意
を
注
い
で
い
た
様
子
で
あ
る
。
将
軍
初
任
時
の
義
材
が
義
満
の
先
例
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
将
軍
再
任
後
に
お
け
る
義
稙
と
義
満
の
先
例
の
関
係
を
検
討
し
た
い
。
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
義
満
先
例
の
重
視
と
い
う

姿
勢
は
、
将
軍
再
任
後
も
変
化
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
事
例
を
列
挙
し
よ
う
。

　

 

今
日
柳
営
御
加
級
従
二
位
越
階
、
永
和
御
例
也
、
御
用
脚
不
合
期
之
間
、
不
及
陣
儀
、
消
息
宣
下
也
、
此
間
之
儀
内
々
季
綱
朝
臣
相
談

之
間
、
愚
意
所
存
申
了

（
11
（

、

　

将
軍
に
再
任
し
て
直
後
、義
稙
は
越
階
し
て
従
二
位
に
昇
叙
し
た
が
、そ
れ
は「
永
和
御
例
」（
＝
義
満
の
先
例
）に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

た
。

　

今
日
大
樹
細
川
右
京
大
夫
許
江
渡
御
云
々
、
武
州
鹿
苑
院
殿
渡
御
之
例
云

（々
11
（

、

　

細
川
高
国
邸
へ
渡
御
し
た
と
き
の
事
例
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
武
州
鹿
苑
院
殿
渡
御
之
例
」
と
あ
り
、
細
川
頼
之
邸
へ
義
満
が
渡
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御
し
た
と
き
の
先
例
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
わ
か
る
。

　

 

永
正
十
二
乙亥

十
二
月
二
日
寅
、三
条
御
所
御
移
徙
御
目
録
、
勢
州
被
注
置
分
、
従
伊
勢
六
郎
左
衛
門
尉
方
写
給
候
、
公
方
様
へ
も
如
此

注
進
上
之
、
自
大
内
殿
も
勢
州
へ
依
御
所
望
被
進
之
、
御
使
弘
中
越
後
守
、
何
も
筆
者
伊
勢
六
郎
左
衛
門
尉
方
也
、
御
所
御
造
作
御

移
徙
次
第
、
花
之
御
所
御
移
御
嘉
例
者
也
、

　
　
　
　

永
正
十
三

　
　
　
　
　

二
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗

益
田
治
部
少
輔兼

判
（
11
（

　

永
正
一
二
年
、
義
稙
は
三
条
御
所
へ
と
移
徙
し
た
。
そ
の
際
に
も
や
は
り
、「
花
之
御
所
御
移
御
嘉
例
」
と
し
て
義
満
の
先
例
が
強

く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
将
軍
再
任
後
に
お
い
て
も
、
義
満
の
先
例
を
尊
重
す
る
基
調
は
不
変
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

3
．
義
稙
に
と
っ
て
の
将
軍
義
満

　

前
節
で
は
、
義
材
期
に
お
い
て
も
、
義
稙
期
に
お
い
て
も
義
満
の
先
例
を
重
視
し
て
い
た
点
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

が
、
そ
れ
で
は
、
果
た
し
て
そ
れ
は
義
満
に
対
す
る
意
識
が
不
変
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
に

あ
た
り
、
ま
ず
、
将
軍
初
任
時
の
義
材
が
義
満
の
先
例
に
何
を
求
め
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
義
材
は
延
徳
か
ら
年
号
を
改
め
る
に
あ
た
っ
て
、
特
異
な
動
き
を
見
せ

る
。
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朝
間
参
左
府
第
、
年
号
勘
文
相
違
事
等
談
之
、
今
度
内
々
勘
文
被
進
武
家
、
被
申
合
、
明
字
三
内
可
被
用
、
有
巨
難
者
、
文
承
昭
建

之
間
可
被
用
之
由
、
被
申
云

（々
11
（

、

　

新
年
号
に
つ
い
て
義
材
は
「
明
」
を
使
っ
た
三
つ
か
ら
選
ん
で
欲
し
い
と
の
口
入
を
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
時
点
に
お

け
る
候
補
は
、
唐
橋
在
数
が
挙
げ
た
「
明
応
」「
立
徳
」「
昭
建
」、
東
坊
城
和
長
に
よ
る
「
明
暦
」「
陽
安
」「
瑞
応
」、
高
辻
長
直
が
勘

進
し
た
「
明
保
」「
順
応
」「
文
承
」
で
あ
っ
た
。
全
て
の
勘
者
が
「
明
」
を
用
い
た
候
補
を
勘
進
し
て
い
る
こ
と
は
、
勘
者
た
ち
が
予

め
義
材
の
意
向
を
受
け
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　

要
す
る
に
義
材
は
「
明
」
の
字
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
こ
か
ら
義
材
の
ど
の
よ
う
な
意
識
が
読
み

取
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
Ｂ
に
よ
っ
て
説
明
し
た
い
。

　

拙
稿
Ｂ
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
七
日
条
に
「
今
日
公
方
御
出
立
ハ
明
徳
度
鹿
苑
院
殿
・

一
色
殿
御
出
之
様
ニ
候
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
義
材
に
よ
る
近
江
出
陣
の
準
拠
先
例
は
明
徳
の
乱
で
あ
っ
た
。
義
材
は
自
ら
の
準
拠
先

例
と
し
て
明
徳
の
乱
、及
び
明
徳
の
乱
に
お
け
る
義
満
の
あ
り
方
を
強
く
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
明
」の
字
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
義
材
は
明
徳
の
乱
を
意
識
し
た
の
か
。

　

近
江
出
陣
に
は
「
諸
大
名
に
よ
る
守
護
連
合
軍
」
と
い
う
体
裁
が
演
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
先
例
の
操
作
な
ど
を
勘
案
す
る
と
細
川

政
元
へ
の
牽
制
と
い
う
意
味
も
強
く
含
ま
れ
て
い
た

（
11
（

。
初
任
時
の
義
材
に
は
、
諸
大
名
に
よ
り
推
戴
さ
れ
た
武
的
機
構
の
長
と
し
て
自

ら
を
位
置
付
け
よ
う
と
い
う
意
志
が
あ
り
、
圧
倒
的
な
武
力
で
守
護
大
名
な
ど
の
上
位
に
君
臨
す
る
存
在
で
あ
っ
た
義
満
の
姿
を
意
識

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

初
任
時
の
義
材
は
義
満
の
先
例
を
重
視
し
た
が
、
そ
れ
は
〈
戦
場
に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉
と
い
う
あ
り
方
を
示
し
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て
い
た
時
代
の
義
満
に
擬
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
諸
大
名
に
君
臨
す
る
武
的
存
在
と
し
て
自
己
を
演
出
し

よ
う
と
す
る
義
材
の
意
図
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
再
任
時
の
義
稙
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
義
稙
が
義
満
先
例
に
求
め
た
内
実
の
検
討
に
移
ろ
う
。

　
『
公
卿
補
任
』
を
紐
解
く
と
、
永
正
六
年
の
「
源
義
尹
」
項
に
「
六
月
十
日
御
参
内
、
小
番
御
勤
仕
也
」
と
あ
る
。
義
稙
が
参
内
し

て
禁
裏
小
番
を
勤
仕
し
た
と
い
う
の
だ
。
や
や
意
外
な
感
の
あ
る
内
容
だ
が
、
義
稙
の
禁
裏
小
番
勤
仕
は
史
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

　

室
町
殿
禁
裏
御
番
始
、
以
鹿
苑
院
御
例
被
参
云
々
、
有
御
酒
宴
、
予
依
当
番
伺
候
、

　

右
は
『
拾
芥
記
』
の
永
正
六
年
六
月
一
〇
日
条
で
あ
る
が
、
同
時
代
史
料
に
よ
っ
て
義
稙
の
禁
裏
小
番
勤
仕
は
裏
付
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
論
旨
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
「
以
鹿
苑
院
御
例
」
と
い
う
記
載
で
、
禁
裏
小
番
勤
仕
は
義
満
の
先
例
に

適
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
禁
裏
小
番
を
勤
仕
し
た
ら
た
ま
た
ま
義
満
先
例
と
合
致

し
た
、
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　

 

阿
野
来
臨
、
明
後
日
室
町
殿
御
番
可
有
御
参
也
、
就
其
先
規
之
様
被
尋
申
一
条
前
関
白
之
処
、
於
御
番
事
者
無
分
明
所
見
、
兼
日
沙

汰
之
次
第
者
粗
見
及
之
由
被
申
之
、
慥
所
見
大
切
之
由
被
仰
下
之
、
更
不
得
所
見
之
由
申
之
、
自
是
向
西
園
寺
可
尋
云
々
、
後
聞
、

他
行
、
追
而
以
書
状
記
録
紛
失
、
無
所
見
之
由
被
申
云
々
、
重
而
又
阿
野
来
臨
、
自
一
条
一
紙
注
進
、
鹿
苑
院
殿
任
幕
以
前
御
参
内

連
々
之
儀
、
年
月
等
被
注
之
、
此
内
御
番
事
不
見
、
不
審
之
由
被
申
云
々
、
先
以
可
令
披
露
之
由
報
了
、
重
而
又
来
臨
、
所
詮
雖
無

分
明
之
所
見
、
此
事
故
人
口
実
分
明
也
、
只
為
御
冥
加
可
有
御
参
之
由
也
、
仍
只
今
参
長
橋
局
可
申
入
云
々
、
此
儀
尤
珍
重
之
由
報
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了
、
就
其
少
々
有
被
談
之
子
細
又
愚
意
所
存
述
之
、
已
申
入
之
由
又
来
被
告
之
、
珍
重
由
申
了

（
1（
（

、

　

義
稙
は
阿
野
季
綱
を
通
じ
て
、
禁
裏
小
番
の
先
例
を
一
条
冬
良
に
諮
問
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
於
御
番
事
者
無
分
明
所
見
」
と
の
上

申
に
対
し
、「
慥
所
見
大
切
之
由
被
仰
下
」
と
し
て
、
実
隆
や
西
園
寺
公
藤
に
も
先
例
を
尋
ね
直
し
て
い
る
。
最
終
的
に
「
此
事
故
人

口
実
分
明
也
、
只
為
御
冥
加
可
有
御
参
」
と
し
て
小
番
に
勤
仕
と
い
う
体
裁
と
な
っ
た
が
、
重
要
な
の
は
、「
鹿
苑
院
殿
任
幕
以
前
御

参
内
連
々
之
儀
、
年
月
等
被
注
之
、
此
内
御
番
事
不
見
」
と
の
返
答
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
諮
問
の
眼
目
は
義
満
の
先
例
に
連
な
る
行
為

で
あ
る
か
否
か
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
諮
問
主
体
が
義
稙
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
義
稙
は
義
満
先
例
と
の
関
わ
り
の
中
で
禁
裏

小
番
を
勤
仕
し
た
の
で
あ
る

（
11
（

。

　

義
稙
の
義
満
先
例
に
対
す
る
意
識
を
う
か
が
わ
せ
る
の
に
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　

 

及
晩
彦
部
来
、
為
阿
野
使
者
、
団
扇
一
被
送
之
、
桑
柄
神
妙
之
物
也
、
秘
蔵
自
愛
、
又
応
永
二
年
鹿
苑
院
太
相
被
参
大
覚
寺
後
亀
山
院

仮
名
記
阿
野
清
書
之
、
可
校
合
給
之
由
有
命
、
仍
予
読
之
、
彦
部
見
合
、
終
功
返
了
、

　

右
は
『
実
隆
公
記
』
の
永
正
六
年
六
月
三
日
条
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
義
稙
が
「
応
永
二
年
鹿
苑
院
太
相
被
参
大
覚
寺
後
亀
山
院

仮

名
記
」
に
つ
い
て
阿
野
季
綱
の
書
写
内
容
の
確
認
を
三
条
西
実
隆
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
当
時
、
義
稙
は
義
満
に
関
す
る
先
例
を
収
集

し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
禁
裏
小
番
に
せ
よ
、「
応
永
二
年
鹿
苑
院
太
相
被
参
大
覚
寺
後
亀
山
院

仮
名
記
」
に
せ
よ
、
足
利
家
と
天

皇
家
と
の
関
係
に
ま
つ
わ
る
内
容
で
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

禁
裏
小
番
に
関
す
る
先
例
収
集
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
史
料
も
あ
る
。『
実
隆
公
記
』
永
正
六
年
六
月
三
日
条
の
続
き
と
四
日
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条
を
掲
出
し
よ
う
。

　

 

抑
自
桃
花
坊
将
軍
家
伝
内
不
審
条
々
被
相
尋
、
愚
存
分
注
遣
之
処
、
其
内
普
広
院
殿
小
直
衣
始
御
著
用
事
申
遣
之
分
参
差
、
猶
可
勘

送
之
由
重
而
有
命
、
及
昏
之
間
明
日
可
申
之
由
報
了
、（
三
日
）

　

 

早
朝
投
消
息
於
桃
花
坊
、
是
普
広
院
殿
小
直
衣
著
用
始
事
也
、
任
大
将
日
不
被
著
之
、
同
十
九
日
始
被
著
小
直
衣
也
、
此
事
申
送
了
、

又
有
報
、
別
注
之
、（
四
日
）

　

三
日
条
で
は
「
桃
花
坊
」（
一
条
冬
良
）
が
「
将
軍
家
伝
内
不
審
条
々
」
に
つ
い
て
実
隆
に
質
問
し
て
い
る
が
、「
将
軍
家
伝
内
不
審

条
々
」
の
内
容
に
は
「
普
広
院
殿
小
直
衣
始
御
著
用
事
」
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
直
接
的
な
義
満
先
例
だ
け
が
意
識

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
表
面
的
に
は
一
条
冬
良
が
三
条
西
実
隆
に
諮
問
し
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
先
に

掲
げ
た
史
料
で
禁
裏
小
番
の
先
例
を
義
稙
が
冬
良
に
尋
ね
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
背
景
に
は
義
稙
の
意
志
を
想
定
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
自
ら
禁
裏
小
番
を
勤
仕
し
た
永
正
六
年
前
後
の
時
期
、
義
稙
は
義
満
に
限
ら
ず
参
内
な
ど
足
利
家
と
天
皇
家
と
の
関
係
（
公
家

社
会
へ
の
参
仕
）
に
つ
い
て
の
先
例
を
博
捜
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
将
軍
再
任
後
の
義
稙
が
義
満
先
例
に
な
ぞ
ら
え
て
禁
裏
小
番
を
勤
仕
し
た
の
は
、
天
皇
家
の
昵
懇
関

係
を
演
出
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
脈
絡
に
お
い
て
義
満
先
例
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
公
家
化
し
て
以
降
の
義

満
は
、
あ
た
か
も
上
皇
の
よ
う
な
立
場
で
後
小
松
天
皇
の
父
親
代
わ
り
の
役
割
を
果
た
す
く
ら
い
に
天
皇
家
と
一
体
化
し
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
義
稙
が
目
指
し
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
足
利
将
軍
家
家
長
の
姿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
天

皇
家
と
一
体
化
し
て
天
皇
家
権
威
を
一
身
に
独
占
す
る
こ
と
で
武
家
首
班
と
し
て
の
超
越
性
を
担
保
す
る
べ
く
、〈
公
家
社
会
の
一
員



109

足利義稙にとっての笙と義満先例～将軍権威再建への試行錯誤

と
し
て
公
卿
化
す
る
〉
と
い
う
足
利
将
軍
家
家
長
の
あ
り
方
を
志
向
し
た
の
で
あ
る
。

　

将
軍
再
任
後
の
義
稙
は
初
任
時
と
は
打
っ
て
変
わ
り
公
家
社
会
、
特
に
天
皇
家
と
積
極
的
な
交
流
を
展
開
し
た
が
、
そ
の
際
に
利
用

し
た
の
が
義
満
の
先
例
で
あ
っ
た
。
義
満
の
先
例
重
視
と
い
う
意
味
で
は
初
任
時
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
圧
倒
的
な
武
力

で
守
護
大
名
な
ど
の
上
位
に
君
臨
す
る
姿
を
意
識
し
て
い
た
初
任
時
と
は
義
満
の
位
置
づ
け
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
鹿
苑

院
殿
佳
例
」
に
お
け
る
義
満
の
位
置
づ
け
の
変
化
が
、
そ
の
ま
ま
初
任
時
と
再
任
時
に
お
け
る
ス
タ
ン
ス
の
変
化
を
象
徴
し
て
い
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
戦
場
に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉
と
い
う
志
向
性
か
ら
、〈
公
家
社
会
の
一
員
と
し
て

公
卿
化
〉
す
る
と
い
う
あ
り
方
へ
、
と
い
う
変
化
で
あ
る
。

　

本
章
の
内
容
を
ま
と
め
よ
う
。
義
材
と
し
て
の
第
一
次
将
軍
就
任
時
に
は
、
さ
ほ
ど
公
家
・
天
皇
家
と
の
関
係
を
重
視
し
て
い
た
よ

う
に
思
え
な
い
一
方
で
、
将
軍
に
再
任
し
て
以
降
の
義
稙
は
積
極
的
に
交
流
を
図
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
際
に
は
義
満
先
例
が

強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
が
、
義
満
先
例
の
重
視
と
い
う
の
は
将
軍
初
任
時
の
義
材
も
再
任
時
の
義
稙
も
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
義

満
先
例
に
お
け
る
義
満
の
位
置
づ
け
に
は
変
化
が
あ
り
、
そ
の
変
化
か
ら
、〈
戦
場
に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉
と
い
う

志
向
性
か
ら
、〈
公
家
社
会
の
一
員
と
し
て
公
卿
化
す
る
〉
と
い
う
あ
り
方
、
と
い
う
義
材
／
義
稙
の
志
向
性
の
変
容
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
本
稿
の
成
果
と
前
稿
Ａ
・
Ｂ
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
義
材
期
と
義
稙
期
と
の
、
笙
に
対
す
る
あ
り
方
の
相
違
を
比
較
し
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て
み
よ
う
。

　

ま
ず
義
材
に
つ
い
て
だ
が
、
初
任
時
の
義
材
は
、
自
ら
戦
場
に
赴
く
将
軍
と
し
て
自
己
を
演
出
す
る
に
あ
た
り
笙
を
利
用
し
て
い
た
。

義
材
に
と
っ
て
の
笙
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
実
際
に
所
作
す
る
こ
と
や
、
笙
を
通
じ
て
公
家
社
会
や
天
皇
家
と
親
し
く

交
流
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
義
材
の
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

義
材
期
に
お
い
て
も
、「
利
用
す
る
」
と
い
う
意
味
で
は
足
利
家
故
実
の
一
環
と
し
て
笙
を
取
り
入
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
将
軍
再

任
後
の
義
稙
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
笙
の
利
用
に
積
極
的
と
な
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
際
に
雅
楽
の
演
奏
法
や
故
実
に
も
興
味
を
示
し

て
い
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
義
稙
は
、
笙
を
公
家
教
養
を
と
し
て
重
要
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
義
稙
の
態
度

は
公
家
社
会
や
天
皇
家
と
の
関
係
全
体
に
も
敷
衍
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
公
家
社
会
や
天
皇
家
と
の
積
極
的
な
交
流
を
志
向
す
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。

　

笙
に
対
す
る
姿
勢
を
見
る
限
り
、
初
任
時
の
義
材
と
再
任
時
の
義
稙
で
は
、
政
治
ス
タ
ン
ス
に
明
確
な
変
化
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
の
変
化
は
、
足
利
将
軍
家
の
歴
史
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
歴
代
足
利
将
軍
家
家
長
に
と
っ
て
笙
が
持
っ
た
意
味
合
い
の
変
遷
に
つ
い
て
、
旧
稿
の
内
容
に
基
づ
い
て
あ
ら
た
め
て
ま

と
め
て
み
よ
う

（
11
（

。

　

南
北
朝
期
に
お
い
て
足
利
家
で
笙
に
携
わ
っ
た
の
は
尊
氏
や
基
氏
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
前
九
年
の
役
に
お
け
る
源
義
家
・
義
光
が
強

く
意
識
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、「
出
陣
中
」「
東
国
」
と
い
う
要
素
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
期
の
足
利
家
に
と
っ
て

の
笙
と
は
「
東
国
社
会
の
主
た
る
こ
と
の
象
徴
」
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
性
格
は
将
軍
自
ら
戦
場
に
赴
く
と
い
う
状
況

の
下
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
の
足
利
将
軍
家
に
は
〈
戦
場
に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉
と
い
う
性
格
が
濃
厚

だ
っ
た
。
と
も
あ
れ
、「
東
国
社
会
の
主
た
る
こ
と
の
象
徴
」
で
あ
る
以
上
、尊
氏
の
笙
は
在
関
東
の
基
氏
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
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義
詮
は
ほ
と
ん
ど
雅
楽
に
関
与
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
義
詮
の
子
の
義
満
の
代
に
な
る
と
、
突
如
と
し
て
笙
や
雅
楽
に
積
極
的
な
姿

勢
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。義
満
は
宮
廷
芸
能
を
嗜
み
、笙
に
つ
い
て
も
実
際
に
所
作
し
て
い
た
。こ
の
よ
う
な
義
満
に
と
っ
て
の
笙
は
、

ま
さ
に
「
公
家
社
会
の
一
員
た
る
た
め
の
教
養
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
笙
の
性
格
変
化
か
ら
一
般
化
し
う
る
の
は
、「
東
国
社
会
の
主
」

と
い
う
要
素
を
捨
て
去
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
尊
氏
や
義
詮
期
の
あ
り
方
の
全
て
か
ら
義
満
が
脱
皮
で
き
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
義
満
の
公
家
化
と
、
明
徳
の
乱
や
応
永
の
乱
な
ど
の
軍
事
行
動
は
同
時
進
行
で
進
ん
で
い
た
よ
う
に
、
永
徳
～
明
徳
年
間
の
義

満
に
は
、
尊
氏
や
義
詮
と
同
じ
よ
う
に
〈
戦
場
に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉
と
い
う
側
面
と
、
父
祖
と
は
異
な
り
〈
公
家

社
会
の
一
員
と
し
て
公
卿
化
す
る
〉
と
い
う
の
側
面
の
二
面
性
を
帯
び
て
お
り
、
足
利
将
軍
家
が
過
渡
期
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　

そ
の
過
渡
期
を
経
て
義
満
の
さ
ら
に
子
の
世
代
、
義
持
や
義
教
の
時
期
に
な
る
と
、
足
利
将
軍
家
家
長
に
と
っ
て
笙
が
持
っ
た
意
味

合
い
は
再
び
様
相
を
変
え
る
。
義
政
も
含
め
、
こ
れ
ら
の
足
利
将
軍
家
家
長
は
笙
の
系
図
に
名
前
が
載
っ
た
り
、
笙
始
儀
を
遂
げ
て
い

た
り
し
な
が
ら
、
実
際
に
所
作
し
た
こ
と
を
示
す
事
例
は
皆
無
に
近
い
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
足
利
将
軍
家
に
と
っ
て
の
笙
は
義
満

の
後
継
者
（
＝
正
当
な
足
利
将
軍
家
家
長
）
た
る
こ
と
を
儀
礼
的
に
演
出
す
る
装
置
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
足
利
将
軍
家
に
と
っ
て
笙
が
持
っ
た
意
味
の
三
段
階
を
踏
ま
え
た
上
で
、
義
材
の
あ
り
方
と
義
稙
の
あ
り
方
を
位
置
付
け

て
み
よ
う
。
ま
ず
義
材
に
と
っ
て
の
笙
と
は
、
近
江
出
陣
に
お
け
る
自
己
演
出
の
一
環
と
し
て
利
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
は
「
出
陣
中
」
と
い
う
要
素
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、「
東
国
社
会
の
主
」
と
い
う
要
素
こ
そ
捨
象
さ
れ
て
い
た
も
の
、
尊
氏
期
や

義
詮
期
に
お
け
る
笙
の
意
味
合
い
に
近
く
、
義
満
の
有
し
た
二
面
性
の
う
ち
で
は
、〈
戦
場
に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉

と
い
う
将
軍
像
を
志
向
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う

（
11
（

。
そ
れ
に
対
し
本
稿
で
見
た
義
稙
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
実
際
に
所
作

し
た
可
能
性
も
含
め
、
公
家
文
化
と
し
て
の
笙
へ
の
接
近
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
公
家
社
会
の
一
員
た
る
た
め
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の
教
養
」
と
し
て
笙
に
接
し
た
義
満
の
姿
勢
に
近
似
す
る
。
そ
こ
か
ら
敷
衍
す
れ
ば
、
義
稙
は
義
満
の
有
し
た
二
面
性
の
う
ち
、〈
公

家
社
会
の
一
員
と
し
て
公
卿
化
す
る
〉
と
い
う
側
面
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
志
向
に
あ
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　

義
材
期
と
義
稙
期
の
変
化
は
、〈
戦
場
に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉
足
利
将
軍
家
家
長
か
ら
〈
公
家
社
会
の
一
員
と
し

て
公
卿
化
す
る
〉
足
利
将
軍
家
家
長
へ
と
い
う
、
目
指
す
べ
き
将
軍
像
の
変
化
と
言
え
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
試
行
錯

誤
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ
は
、
義
材
（
義
稙
）
が
生
き
た
時
代
の
社
会
状
況
が
、
そ
の
よ
う
な
試
行
錯
誤
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
か
ら
で

あ
る
。
拙
著
で
見
通
し
た
よ
う
に
、
応
仁
の
乱
後
の
状
況
と
い
う
の
は
守
護
在
京
制
が
瓦
解
し
、〈
儀
礼
的
秩
序
の
再
生
産
に
よ
り
将

軍
が
諸
大
名
の
上
に
君
臨
す
る
〉
あ
り
方
（
＝
室
町
期
的
将
軍
像
、
笙
へ
の
関
わ
り
方
も
含
め
義
持
～
義
政
期
の
あ
り
方
）
の
破
綻
し

た
社
会
で
あ
っ
た

（
11
（

。
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
も
と
に
お
か
れ
た
義
材
（
義
稙
）
に
と
っ
て
の
最
重
要
課
題
と
は
、
将
軍
権
威
を
再
構

築
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
対
応
策
と
し
て
義
材
時
代
に
採
用
し
た
の
が
、
近
江
出
陣
で
あ
り
、〈
戦
場
に
赴
く
将
軍
が
武
士

社
会
を
統
率
す
る
〉
あ
り
方
（
＝
南
北
朝
的
将
軍
像
）
へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
応
の
政
変
に
よ
り
南
北
朝
的
将
軍
像
に
回

帰
す
る
と
い
う
方
法
論
は
も
ろ
く
も
崩
れ
去
っ
た
。
室
町
期
的
将
軍
像
と
南
北
朝
期
的
将
軍
像
（
義
満
の
持
っ
た
二
面
性
の
う
ち
〈
戦

場
に
赴
く
将
軍
が
武
士
社
会
を
統
率
す
る
〉
と
い
う
側
面
）
の
ど
ち
ら
も
機
能
し
な
い
こ
と
が
明
確
化
し
た
な
か
で
、再
び
将
軍
に
な
っ

た
義
稙
は
残
さ
れ
た
選
択
肢
で
あ
る
、
義
満
の
有
し
た
二
面
性
の
う
ち
の
〈
公
家
社
会
の
一
員
と
し
て
公
卿
化
す
る
〉
と
い
う
将
軍
像

を
志
向
し
、
自
ら
の
公
家
化
を
促
進
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

し
か
し
、
義
満
の
〈
公
家
社
会
の
一
員
と
し
て
公
卿
化
す
る
〉
と
い
う
足
利
将
軍
家
家
長
の
あ
り
方
と
は
、
自
ら
公
卿
化
し
、
朝
廷

行
事
を
主
導
す
る
こ
と
で
守
護
な
ど
か
ら
超
越
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
廷
儀
礼
を
繰
り
返
す
こ
と
で
自
ら
の
超
越
性
を

視
覚
化
さ
せ
る
以
上
、
朝
廷
儀
礼
を
安
定
的
か
つ
大
々
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
大
前
提
と
な
る
。
そ
し
て
、
室
町
期
の
朝
廷
儀
礼
と
は
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経
営
面
に
お
い
て
将
軍
家
が
丸
抱
え
す
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
義
満
の
〈
公
家
社
会
の
一
員
と
し
て
公
卿
化
す
る

足
利
将
軍
家
家
長
〉
と
い
う
あ
り
方
と
は
、
将
軍
家
に
朝
廷
儀
礼
を
丸
抱
え
す
る
だ
け
の
経
済
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
機
能
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
経
済
的
裏
付
け
な
ど
、
当
時
の
義
稙
に
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
儀
礼
に
よ
っ
て
超
越
性
を

顕
示
す
る
と
い
う
方
法
論
は
、儀
礼
に
よ
っ
て
視
覚
化
さ
れ
た
秩
序
を
守
護
な
ど
が
認
知
し
な
い
こ
と
に
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
が
、

守
護
在
京
制
が
崩
れ
た
京
都
に
そ
の
よ
う
な
条
件
が
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
も
な
い
。
義
稙
期
に
お
い
て
、
義
満
期
的
な
あ
り
方
を
再
生

産
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
机
上
の
空
論
で
し
か
な
か
っ
た
。
必
然
的
に
義
稙
が
期
待
し
て
い
た
ほ
ど
の
成
果
は
生
み
出
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
や
が
て
義
稙
は
再
び
将
軍
の
座
を
追
わ
れ
、
逼
塞
の
余
生
を
送
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

（
1
） 

本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
同
様
、
将
軍
初
任
時
を
「
義
材
」、
流
浪
時
を
「
義
尹
」、
将
軍
再
任
時
を
「
義
稙
」
と

表
記
す
る
。
実
態
と
は
時
期
的
に
多
少
の
齟
齬
が
あ
る
点
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

（
2
） 

設
楽
薫
「
将
軍
足
利
義
材
の
政
務
決
裁
」（『
史
学
雑
誌
』
九
六
巻
七
号　

一
九
八
七
）。

（
3
） 

木
下
昌
規
「
足
利
義
稙
の
側
近
公
家
衆
阿
野
季
綱
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
」（『
戦
国
史
研
究
』
五
六　

二
〇
〇
八
）。

（
4
） 

三
島
暁
子
「
将
軍
が
笙
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
」（『
天
皇
・
将
軍
・
地
下
楽
人
の
室
町
音
楽
史
』　

二
〇
一
二
、
初
出
二
〇
一
〇
）

な
ど
。

（
5
） 

拙
稿
「
足
利
義
材
の
笙
始
儀
と
豊
原
統
秋
」（『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
一
二
八　

二
〇
一
七
）。

（
6
） 

拙
稿
「
笙
器
「
達
智
門
」
に
み
る
足
利
義
材
の
近
江
出
陣
」（『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
一
三
二　

二
〇
一
九
）。
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（
7
） 

中
原
香
苗
「
豊
原
統
秋
撰
『
舞
曲
之
口
伝
』
考
」（
伊
井
春
樹
編
『
古
代
中
世
文
学
研
究
論
集
』
第
二
集　

和
泉
書
院　

一
九
九
九
）。

（
8
） 『
実
隆
公
記
』
永
正
六
年
三
月
五
日
条
。

（
9
） 
拙
稿
「
足
利
家
に
お
け
る
笙
と
笙
始
儀
」『
日
本
歴
史
』
七
六
六　

二
〇
一
二
）。

（
10
） 『
殿
中
申
次
記
』
本
文
（『
群
書
類
従
』
武
家
部
）。

（
11
） 

実
際
に
当
該
内
容
は
『
群
書
類
従
』（
武
家
部
）
所
収
の
他
の
故
実
書
に
は
見
え
ず
、
義
稙
期
に
固
有
の
儀
礼
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
。

（
12
） 『
実
隆
公
記
』
永
正
八
年
正
月
一
三
日
条
。

（
13
） 『
実
隆
公
記
』
永
正
六
年
六
月
二
〇
日
条
。

（
14
） 『
舞
曲
口
伝
』（『
大
日
本
史
料
』
九
編
之
一
、
九
四
七
頁
）。

（
15
） 

中
原
前
掲
注
（
7
）
論
文
。

（
16
） 『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
六
年
六
月
二
十
九
日
条
。

（
17
） 『
実
隆
公
記
』
永
正
六
年
六
月
二
十
九
日
条
。

（
18
） 『
言
国
卿
記
』
明
応
二
年
正
月
一
六
日
条
。

（
19
） 『
親
長
卿
記
』
明
応
二
年
正
月
一
六
日
条
。

（
20
） 『
康
富
記
』
享
徳
三
年
正
月
一
六
日
条
。

（
21
） 『
実
隆
公
記
』
永
正
五
年
一
一
月
一
六
日
条
。

（
22
） 『
実
隆
公
記
』
永
正
六
年
正
月
一
三
日
条
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（
23
） 『
実
隆
公
記
』
永
正
六
年
正
月
一
二
日
条
。

（
24
） 『
実
隆
公
記
』
永
正
七
年
八
月
二
日
条
。

（
25
） 『
後
法
興
院
記
』
延
徳
三
年
八
月
二
四
日
条
。

（
26
） 『
後
法
興
院
記
』
明
応
元
年
二
月
七
日
条
。

（
27
） 『
蔭
凉
軒
日
録
』
明
応
元
年
正
月
八
日
条
。

（
28
） 

末
柄
豊
「
足
利
義
稙
の
源
氏
長
者
就
任
」（『
日
本
歴
史
』
七
四
八　

二
〇
一
〇
）、
九
〇
～
九
一
頁
。

（
29
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
末
柄
氏
の
近
著
も
参
照
さ
れ
た
い
（『
戦
国
時
代
の
天
皇
』
山
川
出
版
社　

二
〇
一
八
）。

（
30
） 『
実
隆
公
記
』
永
正
一
〇
年
三
月
五
日
条
。

（
31
） 『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
五
年
七
月
八
日
条
。

（
32
） 

例
え
ば
、『
実
隆
公
記
』
永
正
六
年
三
月
一
七
日
条
に
は
「
今
日
室
町
殿
一万疋
要
脚
被
付
之
云
々
、

献
申
御
沙
汰
御
参
内
」
と
あ
り
、
将
軍
再
任
の
翌

春
に
内
裏
で
の
酒
宴
を
申
沙
汰
し
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。

（
33
） 

右
注
の
酒
宴
が
催
さ
れ
た
翌
月
に
は
、
禁
裏
と
し
て
酒
宴
を
主
催
し
た
こ
と
が
『
拾
芥
記
』
永
正
六
年
四
月
五
日
条
に
記
さ
れ

て
い
る
（「
室
町
殿
御
参
内
、
去［
月
カ
］

年
十
七
日
、
武
家
御
御
申
沙
汰
十
色
御
進
上
云
々
、
仍
今
日
為
禁
裏
被
申
之
」）。

（
34
） 『
北
野
社
家
引
付
』
延
徳
二
年
七
月
五
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
第
八
編
巻
之
三
八
、
三
〇
五
頁
）。

（
35
） 『
松
田
長
秀
日
記
』
延
徳
二
年
七
月
五
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
第
八
編
巻
之
三
八
、
三
六
九
頁
）。

（
36
） 『
実
隆
公
記
』
永
正
五
年
一
二
月
二
七
日
条
。

（
37
） 『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
九
年
四
月
一
六
日
条
。

（
38
） 「
益
田
家
什
書
」
七
六
（『
大
日
本
史
料
』
第
九
編
之
五
、
九
〇
七
～
九
〇
八
頁
）。
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（
39
） 『
親
長
卿
記
』
延
徳
四
年
七
月
一
九
日
条
。

（
40
） 

拙
稿
「
室
町
幕
府
将
軍
権
威
の
構
造
と
変
容
」（『
歴
史
学
研
究
』
九
六
三　

二
〇
一
七
）。

（
41
） 『
実
隆
公
記
』
永
正
六
年
六
月
八
日
条
。

（
42
） 
な
お
、
こ
の
と
き
は
「
御
番
事
不
見
、
不
審
」
と
の
結
論
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
義
満
の
禁
裏
小
番
勤
仕
は
『
吉
田
家
日
次

記
』
永
徳
三
年
六
月
二
六
日
、
七
月
一
〇
日
条
に
確
認
で
き
る
。（
家
永
遵
嗣
「
室
町
幕
府
と
『
武
家
伝
奏
』・
禁
裏
小
番
」『
近

世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
』
五　

二
〇
一
三
）。

（
43
） 

拙
稿
前
掲
注
（
9
）。

（
44
） 

拙
稿
Ｂ
。

（
45
） 

拙
稿
「
室
町
期
公
武
関
係
の
展
開
と
構
造
」（『
室
町
時
代
の
将
軍
家
と
天
皇
家
』
勉
誠
出
版　

二
〇
一
五
）。


